
令和３年４月２日改定分 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針の修正内容 

（企画県民部、県土整備部関係） 

 

１ 企画県民部関係 

〔県内大学〕 

・ 入学式など年度始めの行事や教育活動の場（新学年ガイダンス、授業の開始時、学生

一人ひとりへのメール送付等）において、知事メッセージや学生向け動画等を配付・

送信することなどにより、学生に特に以下の点を強く呼びかけることを要請 

① 学生の歓迎会・宴会・自宅での飲み会（宅飲み）など、大人数・長時間の飲食

の自粛 
② 講義や部活動・サークル活動時における感染防止対策の徹底 

 
〔高専、私立学校（幼小中高・専修学校・各種学校）〕 

・ 高専、専修学校・各種学校に対し、入学式、始業式など年度始めの行事や教育活動

の場（新学年ガイダンス、授業の開始時、学生一人ひとりへのメール送付等）に

おいて、知事メッセージや学生向け動画等を配付・送信することなどにより、学生

に特に以下の点を強く呼びかけることを要請 

① 学生の歓迎会・宴会・自宅での飲み会（宅飲み）など、大人数・長時間の飲食

の自粛 
② 講義・授業や部活動・サークル活動時における感染防止対策の徹底 

   

 
２ 県土整備部関係 

・ 県立都市公園について、まん延防止等重点措置実施区域内の屋内運動施設は、４月５日

から５月５日までの間、20 時以降閉鎖 


